
令
和
元
年
六
月
二
十
一
日
提
出

質

問

第

三

〇

四

号

物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
に
お
け
る
自
動
火
災
報
知
設
備
の
設
置
義
務
に
か
か
る
消
防
法
施
行
令
に
関
す
る
質

問
主
意
書

提

出

者

柚

木

道

義
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物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
に
お
け
る
自
動
火
災
報
知
設
備
の
設
置
義
務
に
か
か
る
消
防
法
施
行
令
に
関
す
る
質

問
主
意
書

一

消
防
法
施
行
令
第
二
十
一
条
第
三
号
イ
に
よ
り
百
貨
店
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
そ
の
他
の
物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
は
床
面
積
三

百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
場
合
、
自
動
火
災
報
知
設
備
の
設
置
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
自
動
火
災
報
知
設
備
は
、

一
般
社
団
法
人
日
本
火
災
報
知
器
工
業
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
れ
ば
、
火
災
に
よ
る
煙
・
熱
を
煙
感
知
器
や
熱
感
知
器
が

早
期
に
自
動
的
に
感
知
し
て
、
あ
る
い
は
発
信
機
か
ら
火
災
発
生
の
連
絡
が
受
信
機
に
流
れ
た
ら
、
受
信
機
が
警
報
ベ
ル
な

ど
を
作
動
さ
せ
て
建
物
内
の
人
達
に
火
災
を
知
ら
せ
る
と
と
も
に
、
防
火
防
炎
シ
ャ
ッ
タ
ー
や
防
火
戸
な
ど
も
作
動
さ
せ
る

設
備
で
あ
る
。

こ
の
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
い
う
基
準
は
、
一
九
七
二
年
（
昭
和
四
十
七
年
）
十
二
月
に
自
動
火
災
報
知
設
備
の
設

置
を
義
務
づ
け
る
対
象
が
床
面
積
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
か
ら
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
。

確
か
に
、
施
行
令
改
正
の
こ
ろ
の
一
九
七
二
年
（
昭
和
四
十
七
年
）
五
月
、
大
阪
で
「
千
日
デ
パ
ー
ト
火
災
」
が
起
き
死

者
百
十
八
人
、
負
傷
者
八
十
一
人
の
大
災
害
が
あ
っ
た
な
ど
、
百
貨
店
等
の
火
事
が
起
こ
り
多
く
の
国
民
の
注
目
を
浴
び
た

が
、
し
か
し
千
日
デ
パ
ー
ト
の
延
床
面
積
は
二
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
あ
り
、
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
や
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

一



と
は
桁
が
違
う
。
こ
の
時
の
消
防
法
施
行
令
第
二
十
一
条
第
三
号
イ
の
基
準
の
引
き
下
げ
の
理
由
と
、
こ
の
三
百
平
方
メ
ー

ト
ル
の
根
拠
を
ご
教
示
い
た
だ
き
た
い
。

二

こ
れ
に
先
立
つ
一
九
七
二
年
（
昭
和
四
十
七
年
）
一
月
に
は
、
自
動
火
災
報
知
設
備
の
設
置
が
床
面
積
五
百
平
方
メ
ー
ト

ル
以
上
で
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
施
設
と
し
て
「
百
貨
店
又
は
マ
ー
ケ
ッ
ト
」
が
規
定
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
に
物
品
販
売
業

を
営
む
店
舗
が
追
加
さ
れ
た
。

こ
の
頃
千
日
デ
パ
ー
ト
火
災
な
ど
百
貨
店
の
火
災
が
話
題
に
な
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
百
貨
店
で
あ
り
、
一
つ
の
物
品
販

売
業
の
店
舗
と
は
異
な
る
。
確
か
に
『
消
防
法
施
行
令
解
説
』
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
百
貨
店
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
店
舗

に
は
い
ず
れ
も
不
特
定
多
数
の
買
い
物
客
等
が
集
ま
る
が
、
複
数
の
店
舗
・
売
り
場
が
集
合
す
る
百
貨
店
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
と

一
つ
の
物
品
販
売
業
の
店
舗
で
は
集
客
数
も
質
も
大
き
く
異
な
る
。
複
合
す
る
店
舗
・
売
り
場
そ
れ
ぞ
れ
に
集
ま
る
顧
客
は

多
種
多
様
で
あ
る
が
、
一
つ
の
店
舗
に
来
る
顧
客
は
そ
の
店
の
み
を
目
標
に
集
ま
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
一
九
七
二
年
（
昭

和
四
十
七
年
）
一
月
に
消
防
法
施
行
令
第
二
十
一
条
第
三
号
イ
に
か
か
る
別
表
第
一
（
四
）
で
百
貨
店
と
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
加

え
て
、
個
々
の
物
品
販
売
業
店
舗
を
追
加
し
た
理
由
如
何
。

三

火
災
報
知
器
各
社
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
れ
ば
、
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
物
品
販
売
業
店
舗
に
自
動
火
災
報
知
設
備

二



を
新
規
に
設
置
工
事
を
行
う
に
は
設
備
自
体
の
費
用
と
工
事
費
用
を
合
わ
せ
て
最
低
で
も
百
五
十
万
円
か
か
る
の
が
相
場
の

よ
う
で
あ
る
。
確
か
に
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
な
ど
自
動
消
火
設
備
に
比
べ
れ
ば
費
用
負
担
は
少
な
い
が
、
し
か
し
個
人
事
業
主

や
中
小
零
細
企
業
に
と
っ
て
は
こ
の
負
担
が
重
い
。

政
府
が
「
地
方
創
生
」
を
唱
え
る
な
ら
ば
、
多
く
の
店
舗
を
か
ま
え
る
チ
ェ
ー
ン
店
舗
が
さ
ら
に
出
店
し
や
す
く
す
る
よ

り
も
、
各
地
で
特
色
あ
る
個
人
経
営
や
地
元
中
小
企
業
の
経
営
に
よ
る
物
品
販
売
業
店
舗
が
よ
り
出
店
・
営
業
し
や
す
い
よ

う
に
、
自
動
火
災
報
知
設
備
の
設
置
基
準
を
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
か
ら
、
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
施
行
令
に
定
め
る
千
平

方
メ
ー
ト
ル
ま
で
緩
和
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
一
定
の
規
模
以
下
の
店
舗
等
に
つ
い
て
は
医
療
機
関
や
福
祉
施
設
同
様
に
自

動
火
災
報
知
設
備
の
設
置
に
つ
い
て
政
府
が
補
助
す
べ
き
だ
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。

四

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
百
貨
店
や
マ
ー
ケ
ッ
ト
と
個
々
の
物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
は
人
の
流
れ
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、

自
動
火
災
報
知
設
備
の
設
置
義
務
に
つ
い
て
百
貨
店
及
び
マ
ー
ケ
ッ
ト
と
、
物
品
販
売
業
店
舗
と
で
基
準
を
分
け
る
べ
き
だ

と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

三


